
平成 26年度第 27回人事委員会定例会会議結果 

１ 開催日時   平成27年３月12日(木) 午前10時00分 

２ 開催場所   委員室 

３ 出 席 者   委員長   熊谷 隆司 

 委 員   伊藤 方子 

 委 員   飛澤 重嘉 

事務局長  佐藤 新 

総括課長  花山 智行 

担当課長  小原 由香 

４ 議題 

(１) 会議の公開・非公開の決定 

会議の冒頭、議案第６号から議案第 11号まで及び報告事項１を非公開とする旨決定 

(２) 議題 

議案第１号  教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則の制定について（公開） 

議案第２号  管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について  （公開） 

議案第３号  給料の特別調整額に関する規則の一部改正について      （公開） 

議案第４号  給料の特別調整額に関する規則の一部改正について  （公開） 

議案第５号  級別職務区分表の告示の一部改正について   （公開） 

議案第６号  職員の選考による昇任及び職務の級の決定について  （非公開） 

議案第７号  不利益処分についての不服申立て（50岩人委（不）第 8417号～第 8464号 

事案）に係る審査の打切りについて            （非公開） 

議案第８号  不利益処分についての不服申立て（51岩人委（不）第 10872号～第10923 

号事案）に係る審査の打切りについて           （非公開） 

議案第９号  不利益処分についての不服申立て（56岩人委（不）第１号～第 50号事案） 

に係る審査の打切りについて               （非公開） 

議案第 10号 不利益処分についての不服申立て（59人委（不）第１号事案及び 59人委（不） 

第２号事案）に係る審査の打切りについて         （非公開） 

議案第 11号 不利益処分についての不服申立て（60人委（不）第１号～第 61号事案）に 

係る審査の打切りについて                （非公開） 

報告事項１ 不利益処分についての不服申立て（26人委（不）第１号事案）の審査の進行

状況について                      （非公開） 

５ 審議の状況（結果） 

(１) 公開とした会議 

〔議案第１号〕 

  教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則の制定について、決定した。 

〔議案第２号〕 

  管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について、決定した。 

〔議案第３号〕 

  給料の特別調整額に関する規則の一部改正について、決定した。 

〔議案第４号〕 

  給料の特別調整額に関する規則の一部改正について、決定した。 

〔議案第５号〕 

  級別職務区分表の告示の一部改正について、決定した。 

資料はこちら

資料はこちら

資料はこちら

資料はこちら

資料はこちら



(２) 非公開とした会議 

〔議案第６号〕 

職員の選考による昇任及び職務の級の決定について、決定した。 

〔議案第７号〕 

  不利益処分についての不服申立て（50岩人委（不）第 8417号～第 8464号事案）に係

る審査の打切りについて、決定した。 

〔議案第８号〕 

  不利益処分についての不服申立て（51岩人委（不）第 10872号～第 10923号事案）に

係る審査の打切りについて、決定した。 

〔議案第９号〕 

  不利益処分についての不服申立て（56岩人委（不）第１号～第 50号事案）に係る審

査の打切りについて、決定した。 

〔議案第 10号〕 

  不利益処分についての不服申立て（59人委（不）第１号事案及び 59人委（不）第２

号事案）に係る審査の打切りについて、決定した。 

〔議案第 11号〕 

  不利益処分についての不服申立て（60人委（不）第１号～第 61号事案）に係る審査 

の打切りについて、決定した。 

〔報告事項１〕 

不利益処分についての不服申立て（26人委（不）第１号事案）の審査の進行状況につ

いて、報告があった。 

  ６ 傍聴人 なし 

岩手県人事委員会議についての問い合わせ 

岩手県盛岡市内丸 10番１号 岩手県人事委員会事務局職員課 

電話  019-629-6236 

ＦＡＸ 019-629-6239 

メール DD0002＠pref.iwate.jp 



議案第１号 

教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則の制定について 

  平成 27 年３月 12 日提出  岩手県人事委員会  委員長   熊谷  隆司 

第１ 制定の趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長が

営利企業に従事等をしようとする場合の地位については、人事委員会規則

で定めることとされたため、新たに規則を制定して定めようとするもので

ある。 

第２ 規則案の内容 

(１) 趣旨について定めること。（第１条関係）

(２) 教育長が営利企業に従事等をしようとする場合の地位について定め

ること。（第２条関係） 

第３ 施行期日等（附則関係） 

 （１）平成 27 年４月１日から施行すること。 (附則第１項関係) 

 （２）所要の経過措置を講ずること。（附則第２項関係）
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教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則をここに公布する。 

  平成27年 月 日 

岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号 

教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」という。）第11条第７項の規

定に基づき、教育長の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。 

（従事制限の地位） 

第２条 法第11条第７項の人事委員会規則で定める地位は、顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準ずる職とする。 

附 則 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項の規定によりなお

従前の例により教育長が在職する場合における当該教育長については、この規則の規定は、適用しない。 
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議案第２号 

管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 

  平成27年３月12日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

第１ 改正の趣旨 

  県の組織改編等に伴い、各任命権者から内申があった職について、地方公務

員法第52条第４項の規定に基づき、同条第３項ただし書に規定する管理職員等

として指定等をするものである。 

第２ 改正の内容 

１ 各任命権者から管理職員等の指定の内申があった職について、指定する必

要があると認められることから、当該職を別表に加える。（別表関係） 

２ 各任命権者から管理職員等の指定廃止の内申があった職について、当該職

を削除する。（別表関係） 

第３ 施行期日等（附則関係） 

１ 平成27年４月１日から施行すること。 

２ 所要の経過措置を講ずること。 
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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年３月 日 

岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号   

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

組 織 職 員 組 織 職 員 

［略］ ［略］ 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 企画理事あ復興局長あ会計管理

者あ部長あ秘書広報室長あ国体

・障がい者スポーツ大会局長あ

技監あ副部長あ副室長あ副局長

あ出納局長あ担当技監あ企画室

の室長あ首席調査監あ総務室長

あ総合防災室長あ政策推進室長

あ地域振興室長 科学ＩＬＣ推

進室長あ廃棄物特別対策室長あ

若者女性協働推進室長あ医療政

策室長あ医師支援推進室長あ雇

用対策・労働室長あ競馬改革推

進室長あ総括課長あ調査監あ報

道監あ総務事務センター所長あ

政策監あ調整監あ医師支援推進

監あ出納指導監あ課長及び担当

課長（部局等若しくは出納局又

は室課等の人事、給与又は服務

に関する事務を総括する者に限

る。）あ給与人事担当課長あ行

政経営担当課長あ調査担当課長

あ予算担当課長あ法務学事課の

特命課長あ管財課の管理担当課

長あ職員福祉担当課長あ指導審

査課長あ主任主査及び主査（部

局等又は出納局の主管室課等に

おいて人事、給与又は服務に関

する事務を担当する者に限る。

）あ秘書広報室の主任主査及び 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 企画理事あ復興局長あ会計管理

者あ部長あ秘書広報室長あ国体

・障がい者スポーツ大会局長あ

技監あ副部長あ副室長あ副局長

あ出納局長あ担当技監あ企画室

の室長あ首席調査監あ総務室長

あ総合防災室長あ政策推進室長 

 首席ふるさと振興監あ地域振

興室長 科学ＩＬＣ推進室長あ

廃棄物特別対策室長あ若者女性

協働推進室長あ医療政策室長あ

医師支援推進室長あ雇用対策・

労働室長あ競馬改革推進室長  

県産米戦略室長あ総括課長あ調

査監あ報道監あ総務事務センタ

ー所長あ政策監あ調整監 ふる

さと振興監 地域連携推進監あ

医師支援推進監 県産米戦略監 

県産米生産振興監 県産米販

売推進監あ出納指導監あ課長及

び担当課長（部局等若しくは出

納局又は室課等の人事、給与又

は服務に関する事務を総括する

者に限る。）あ給与人事担当課

長あ行政経営担当課長あ調査担

当課長あ予算担当課長あ法務学

事課の特命課長あ管財課の管理

担当課長あ職員福祉担当課長あ

指導審査課長あ主任主査及び主 
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主査（調査に関する事務を担当

する者に限る。）あ秘書課の主

任主査及び主査（秘書の事務を

担当する者に限る。）あ人事課

の給与人事又は行政経営に関す

る事務を担当する主任主査及び

主査並びに人事又は給与に関す

る事務を担当する主任及び当該

事務の企画を担当する主事 財

政課の主任主査及び主査（財政

改革又は予算調製に関する事務

を担当する者に限る。）あ法務

学事課の主任主査及び主査（法

務に関する事務を担当する者に

限る。）あ管財課の主任主査及

び主査（庁舎管理に関する事務

を担当する者に限る。）並びに

守衛長 

査（部局等又は出納局の主管室

課等において人事、給与又は服

務に関する事務を担当する者に

限る。）あ秘書広報室の主任主

査及び主査（調査に関する事務

を担当する者に限る。）あ秘書

課の主任主査及び主査（秘書の

事務を担当する者に限る。）あ

人事課の給与人事又は行政経営

に関する事務を担当する主任主

査及び主査並びに人事又は給与

に関する事務を担当する主任及

び当該事務の企画を担当する主

事 財政課の主任主査及び主査

（財政改革又は予算調製に関す

る事務を担当する者に限る。）

あ法務学事課の主任主査及び主

査（法務に関する事務を担当す

る者に限る。）あ管財課の主任

主査及び主査（庁舎管理に関す

る事務を担当する者に限る。）

並びに守衛長 

出

先

機

関 

広域振興局 局長 副局長 保健福祉環境技

監 部長 部の室長 管理主幹

あセンター所長 ダム建設事務

所長 総務課長 林務出張所長 

出

先

機

関 

広域振興局 局長 副局長 保健福祉環境技

監 部長 部の室長 管理主幹

あセンター所長 整備事務所長 

 ダム建設事務所長 総務課長 

林務出張所長 

［略］ ［略］ 

教

育

委

員

会

の

事

務

局

等 

事

務

局 

本庁 教育長 教育次長あ教育企画室

長あ学校教育室長あ総括課長あ

課長及び担当課長（室及び課内

の人事、給与又は服務に関する

事務を総括する者に限る。）あ

高校改革課長あ人事給与担当課

長あ厚生福利担当課長あ小中学

校人事課長あ県立学校人事課長

あ教育企画室の主任主査及び主

査（秘書の事務を担当する者に

限る。）あ教職員課の人事、給

与又は服務に関する事務を担当 

教

育

委

員

会

の

事

務

局

等 

事

務

局 

本庁 教育次長あ教育企画室長あ学校

教育室長あ総括課長あ課長及び

担当課長（室及び課内の人事、

給与又は服務に関する事務を総

括する者に限る。）あ高校改革

課長あ人事給与担当課長あ厚生

福利担当課長あ小中学校人事課

長あ県立学校人事課長あ教育企

画室の主任主査及び主査（秘書

の事務を担当する者に限る。）

あ教職員課の人事、給与又は服

務に関する事務を担当する主任 
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する主任主査、主査及び主任並

びに当該事務の企画を担当する

主事あ首席経営指導主事あ主任

経営指導主事 経営指導主事 

主査、主査及び主任並びに当該

事務の企画を担当する主事あ首

席経営指導主事あ主任経営指導

主事 経営指導主事 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項の規定によりなお

従前の例により教育長が在職する場合において、当該教育長が在職する間、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める

規則別表の規定の適用については、同表中「教育次長」とあるのは、「教育長 教育次長」とする。 
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管
理
職
員
検
討
表

番 号
所
　
属
　
名

職
　
　
名

内
申
状
況

格
付

部
下
数

該
当
基
準

指
定
要
否

理
　
　
　
　
　
由

1
首
席
ふ
る
さ
と
振
興
監

新
規

行
8

12
（
調
整
中
）

第
1-
1

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

人
口
問
題
対
策
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る

た
め
に
新
設
さ
れ
る
職
で
あ
り
、
副
部
長
と

同
等
の
格
付
け
の
職
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

2
ふ
る
さ
と
振
興
監

新
規

行
6・

7
7

第
1-
3

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

3
地
域
振
興
室

地
域
連
携
推
進
監

新
規

行
6・

7
1

第
1-
3

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

4
県
産
米
戦
略
室
長

新
規

行
8

13
第
1-
2

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

5
県
産
米
戦
略
監

新
規

行
6・

7
4

第
1-
3

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

6
県
産
米
生
産
振
興
監

新
規

行
6・

7
4

第
1-
3

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

7
県
産
米
販
売
推
進
監

新
規

行
6・

7
2

第
1-
3

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

8
出
先
機
関

広
域
振
興

局
住
田
整
備
事
務
所

整
備
事
務
所
長

新
規

行
6・

7
7

第
2-
4

要
指
定
基
準
の
と
お
り
。

「
津
付
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
が
「
住
田
整
備

事
務
所
」
に
改
組
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

9

教 育 委 員 会

の 事 務 局 等

教
育
長

廃
止

－
－

－
削
除

指
定
基
準
外
。

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
2
7
年

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

○
農
林
水
産
部
に
「
県
産
米
戦
略
室
」
が
新

設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

○
「
県
産
米
戦
略
室
長
」
は
、
当
該
室
の
長

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

○
「
県
産
米
戦
略
監
」
、
「
県
産
米
生
産
振

興
監
」
及
び
「
県
産
米
販
売
推
進
監
」
は
、

い
ず
れ
も
服
務
規
程
上
の
所
属
長
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
。

人
口
問
題
対
策
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る

た
め
に
新
設
さ
れ
る
職
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も

服
務
規
程
上
の
所
属
長
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
。

管
理
職
員
等
指
定
基
準

備
　
　
　
　
　
　
考

県
産
米
戦
略
室

政
策
推
進
室

本
庁

知 事 の 事 務 部 局

本
庁組
　
　
　
織

検
　
討
　
対
　
象
　
の
　
職
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県管理職員等指定基準 

岩手県人事委員会 
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県管理職員等指定基準 

平成 19年３月１日 人事委員会議議決 

第１ 趣旨 

この基準は、地方公務員法第 52 条第４項の規定に基づき人事委員会が定める「管理職員等の

範囲を定める規則」（昭和 41年８月 19日人事委員会規則第 21号）における管理職員等の指定基

準及び指定手続について定めるものである。 

第２ 指定基準 

本庁にあっては別表第１に、広域振興局にあっては別表第２に、広域振興局以外の出先機関にあ

っては別表第３に掲げるいずれかの項目に該当する職は、当該職への専任者の配置の有無にかかわ

らず、原則として管理職員等の職として指定するものとする。 

第３ 管理職員等の指定手続 

１ 管理職員等の職の指定に当たっては、人事委員会は、各任命権者からの「管理職員等の範

囲を定める規則」改正の内申を求めるものとする。ただし、法改正等による文言整理等実質

的な指定内容に変更がないと認められる職については、同規則の改正内申によらず、人事委

員会の職権により各任命権者の了解を得て指定することがある。 

２ 第２の基準により難い特別の事情がある旨任命権者から申出があった場合には、人事委員会は、

当該任命権者の組織機構、分掌する事務の内容、権限の分配等について詳細に説明した資料の提

出を求め、個別に協議するものとする。 

３ 上記２の協議を行った場合には、人事委員会は、地方公務員法第 52 条第３項の規定の趣旨及

び他の任命権者の状況を勘案して指定の要否を判断するものとする。 

第４ 管理職員等の指定の根拠条項について 

別表１から別表３における管理職員等の指定に関する地方公務員法第 52 条第３項ただし書

きの根拠条項の区分は次のとおりとする。 

１ ただし書① 重要な行政上の決定を行う職員 

２ ただし書② 重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員 

３ ただし書③ 職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員 

４ ただし書④ 職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団

体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのために

その職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵

触すると認められる監督的地位にある職員 

５ ただし書⑤ その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当す

る職員（重要な政策権限は有しないが、部下職員の服務権限を有する等、当局の立

場に立って部下を指揮監督する職員を含む。） 

附 則 本基準は、平成 19 年４月１日以降に施行する「管理職員等の範囲を定める規則」の改正から

適用する。 
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別表 第１（本庁） 

区 分 管理職員として指定する職 根拠条項 

共通 １ 部、局若しくはこれに相当する組織の長の職及び当該職を直接補

佐する職又はこれらと同等の格付けの職で、かつ、同等の権限を有

する職 

ただし書① 

２ 室若しくは課又はこれに相当する組織の長の職 ただし書② 

３ 室若しくは課又はこれに相当する組織の長の職を直接補佐する

職で、人事、給与又は服務に関する事務を担当する職 

ただし書③ 

ただし書④ 

４ 部、局若しくはこれに相当する組織の主管室課等で、部、局若し

くはこれに相当する組織の人事、給与又は服務に関する事務を担当

する主任主査又は主査 

ただし書④ 

知事の事務部

局 

５ 県政の調査に関する事務を担当する主任主査、主査及びこれを統

括する職 

ただし書⑤ 

６ 知事、副知事の秘書に関する事務を担当する職及び当該職を統括

する職 

ただし書④ 

７ 法規審査に関する事務を担当する主任主査又は主査及び当該職

を統括する職 

ただし書④ 

８ 人事、組織、定数、給与、服務、公平審査又は職員団体に関する

事務を担当する職及び当該職を統括する職 

ただし書④ 

９ 県の予算に関する事務を担当する主任主査又は主査及び当該職

を統括する職 

ただし書④ 

10 庁舎管理に関する事務を担当する主任主査又は主査及び当該職

を統括する職並びに守衛の長の職 

ただし書⑤ 

11 職員の厚生福利に係る計画の策定に関する事務を統括する職 ただし書⑤ 

12 決算及び歳計現金（給与及び旅費に限る。）の管理に関する事務

を統括する職 

ただし書⑤ 

教育委員会の

事務局等 

13 秘書に関する事務を担当する主任主査又は主査及び当該職を統

括する職 

ただし書③ 

ただし書④ 

14 人事、給与、服務、公平審査又は職員団体に関する事務（免許事

務を除く）を担当する職及び当該職を統括する職 

ただし書③ 

ただし書④ 

人事委員会事

務局 

15 主任主査又は主査及び公平審査又は職員団体に関する事務を担

当する職 

ただし書④ 

議会事務局 16 議長の秘書に関する事務を担当する主任主査又は主査 ただし書④ 

備考 「統括する職」とは担当課長級以上の職位のものに限る。 
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別表 第２（広域振興局） 

区分 管理職員として指定する職 根拠条項 

広域振興局 １ 局長、副局長、保健福祉環境技監、部長及びセンター所長 ただし書② 

２ 部の室長等の内部組織の長で、当該内部組織に係る服務上の権限

を有する管理的な地位にある職 

ただし書③ 

３ 局の人事、給与若しくは服務に関する事務を担当する管理主幹又

は課長 

ただし書③ 

４ 出先事務所の長の職（総括課長級以上の職位に限る。） ただし書③ 

備考  「出先事務所の長」とは、広域振興局の内部組織のうち、事務所が単独である場合等の事情

により実質的に部下職員の服務上の権限を有する職をいい、出張所長、ダム建設事務所長、土

木事務所及び林務事務所長等の職をいう。 

別表 第３（出先機関） 

区分 管理職員として指定する職 根拠条項 

共通 １ 出先機関の長の職（所長等が非常勤の場合にあっては次席の者） ただし書② 

２ 出先機関の長の職を直接補佐する職 ただし書② 

３ 出先機関の出張所等の長で、服務に関する事務を担当する職 ただし書③ 

知事の事務部

局 

４ 出先機関の長が本庁の室長と同等の格付である機関にあっては、

人事、給与又は服務に関する事務を担当する部長又は課長（総括課

長級以上の職位に限る） 

ただし書③ 

教育委員会の

事務局等 

５ 教育職員の人事管理に関する事務を担当する職及び当該職を統

括する職 

ただし書④ 

６ 学校の校長、教頭（人事、給与若しくは服務に関する事務を担当

する者に限る）及び事務長 

ただし書③ 

７ 部又は課を置く機関にあっては、人事、給与若しくは服務に関す

る事務を担当する部長又は課長 

ただし書③ 

備考１ 「出先機関の出張所等の長」には「船長」の職にあるものを含むものとする。 

備考２ 「統括する職」とは担当課長級以上の職位のものに限る。 
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議案第３号 

給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 

  平成27年３月12日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

第１ 趣旨 

組織改編に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

第２ 規則案の内容 

  警察本部の組織改編に伴い、所要の改正をすること。（別表第１関係） 

第３ 施行期日（附則関係） 

平成27年３月27日から施行すること。 
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給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年３月 日 

   岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号 

   給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則 

給料の特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

組 織 
区 分 

組 織 
区 分 

１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種 １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種 

［略］ ［略］ 

警

察 

本

部

等 

［略］ ［略］ 

災害対

策室長 

術科調

査官 

［略］ 

［略］ 警

察 

本

部

等 

［略］ ［略］ 

災害対

策室長 

警衛対

策官 

術科調

査官 

［略］ 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成27年３月27日から施行する。 
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給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 

１ 改正の趣旨 

  先の委員会で協議済みである警察本部の平成 27年度組織改編等による職の新設に伴い、給料の特別調

整額に関する規則別表第１に掲げる職（以下「指定職」という。）について所要の改正を行うもの。 

２ 改正内容 

 警備部内に国体対策課を設置することに伴い、警備課内の「国体警衛準備室長」（警備管理官と兼務）

を移管し、「警衛対策官」とすること。 

改称する職 
給料表 職務の級 給料の特別調整の区分 

変更前 変更後 

国体警衛準備室長(警視) 警衛対策官(警視) 公安職 ６級 ５種 

  ※格付けに変更はないもの。 

３ 施行期日 

  平成 27年３月 27日から施行すること。⇒平成 26年度末定期人事異動日 
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議案第４号 

給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 

  平成27年３月12日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

第１ 趣旨 

組織改編に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

第２ 規則案の内容 

  組織改編に伴い、所要の改正をすること。（別表第１関係） 

第３ 施行期日（附則関係） 

平成27年４月１日から施行すること。 
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給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成27年３月 日 

   岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号 

   給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則 

給料の特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

組 織 
区 分 

組 織 
区 分 

１ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種 １ 種 ２ 種 ３ 種 ４ 種 ５ 種 ６ 種 

知

事

の

事

務

部

局 

本

庁 

［略］ ［略］ 

首席調

査監 

首席Ｉ

ＬＣ推

進監 

［略］ 

水産担

当技監 

道路都

市担当

技監 

［略］ 

［略］ ［略］ 

競馬改

革推進

監 

出納指

導監 

［略］ 

［略］ 

防災危

機管理

監 

課長 

［略］ 知

事

の

事

務

部

局 

本

庁 

［略］ ［略］ 

首席調

査監 

首席ふ

るさと

振興監 

首席Ｉ

ＬＣ推

進監 

［略］ 

水産担

当技監 

漁港担

当技監 

道路都

市担当

技監 

［略］ 

［略］ ［略］ 

競馬改

革推進

監 

県産米

戦略監 

出納指

導監 

［略］ 

［略］ 

防災危

機管理

監 

ふるさ

と振興

監 

地域連

携推進

監 

県産米

生産振

興監 

県産米

販売推

進監 

課長 

［略］ 

広

域

振

興

局 

［略］ ［略］ 

林務室

長 

ダム建

設事務

所長 

［略］ 広

域

振

興

局 

［略］ ［略］ 

林務室

長 

整備事

務所長 

ダム建

設事務

所長 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
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労

働

委

員

会

の

事

務

局 

［略］ ［略］ 労

働

委

員

会

の

事

務

局 

［略］ 参事 ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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給料の特別調整額に関する規則の一部改正について 

１ 改正の趣旨 

  知事部局等（警察本部以外）の平成 27年度組織改編等による職の追加に伴い、給料の特別調整額に関

する規則別表第１に掲げる職（以下「指定職」という。）について所要の改正を行うもの。 

２ 改正内容 

指定職の追加 

部局 指定職に追加する職 給料表 職務の級 給料の特別調整の区分 

① 政策地域部 首席ふるさと振興監 行政職 ８級 ２種 

② ふるさと振興監 〃 ６・７級 ５種 

③ 地域連携推進監 〃 ６・７級 ５種 

④ 農林水産部 漁港担当技監 〃 ８級 ２種 

⑤ 県産米戦略監 〃 ６・７級 ４種 

⑥ 県産米生産振興監 〃 ６・７級 ５種 

⑦ 県産米販売推進監 〃 ６・７級 ５種 

⑧ 県土整備部 整備事務所長 〃 ６・７級 ５種 

⑨ 労働委員会 参事 〃 ８級 ３種 

３ 施行期日 

  平成 27年４月１日から施行すること。 

  ※平成 26年度の最終の県報発行日（平成 27年３月 31日（火））に公布予定であること。 
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ふ
る
さ
と
推
進
監

６
・
７
級
　
５
種

６
・
７
級
　
５
種

（
人
口
問
題
研
究
会
を

構
成
す
る
主
管
室
課

の
企
画
課
長
・
市
町

村
課
総
括
課
長
等
と

の
兼
任
）

分
権
推
進
課
長

廃
職

廃
職

企
画
理
事

1
0
級
　
１
種

政 策 地 域 部

理
　
　
由

任
命
権
者
（
案
）

職
の
新
設
等
に
伴
う
格
付
け
（
給
料
の
特
別
調
整
額
等
）
に
つ
い
て
　
　

1
0
級
　
１
種

① ② ③ ④

　
【
ふ
る
さ
と
推
進
監
（
組
織
）
の
新
設
】

　
人
口
問
題
に
関
す
る
岩
手
県
の
窓
口
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
を
作
成
す
る
た

め
、
ふ
る
さ
と
対
策
監
を
新
設
す
る
。

　
【
首
席
ふ
る
さ
と
推
進
監
の
格
付
け
】

　
格
付
け
は
、
他
の
首
席
（
首
席
調
査
監
・
首
席
IL
C
推
進
監
）
と

同
様
、
８
級
２
種
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

　
【
ふ
る
さ
と
推
進
監
の
格
付
け
】

　
格
付
け
は
、
室
内
の
他
の
監
（
政
策
監
・
調
整
監
）
と
同
様
、

６
・
７
級
４
種
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

　
【
分
権
推
進
課
長
の
廃
職
】

　
調
整
担
当
と
分
権
担
当
を
大
括
り
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率

的
な
業
務
処
理
を
行
う
。

　
《
任
命
権
者
の
考
え
》

　
任
命
権
者
に
お
い
て
は
、
室
内
監
（
課
内
監
）
の
格
付
け
に
つ

い
て
は
原
則
を
５
種
と
し
て
い
る
。

　
４
種
と
す
る
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
担
当
業
務
に
相
当

程
度
の
困
難
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
や
、
室
内
（
課
内
）
全
体
を

総
括
す
る
職
で
、
部
下
職
員
の
指
揮
監
督
を
行
う
場
合
と
し
て

い
る
。

　
ふ
る
さ
と
推
進
監
は
、
原
則
ど
お
り
５
種
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
判
断
し
て
い
る
。

　
《
人
事
委
員
会
事
務
局
（
案
）
》

　
ふ
る
さ
と
推
進
監
は
、
室
を
総
括
す
る
職
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、

担
当
業
務
の
内
容
か
ら
、
格
付
け
は
、
６
・
７
級
５
種
が
適
当
で

あ
る
。

　
【
企
画
理
事
の
新
設
】

　
県
産
品
の
販
路
拡
大
や
観
光
客
の
増
加
等
に
む
け
た
部
局

横
断
的
な
取
組
を
戦
略
的
に
推
進
す
る
た
め
に
企
画
理
事
を

設
置
す
る
。

　
（
関
係
部
局
：
秘
書
広
報
室
・
政
策
地
域
部
・
商
工
労
働
観

光
部
・
農
林
水
産
部
・
県
土
整
備
部
）

▲
特
命
課
長
（
い
わ
て
未
来
づ
く
り
機
構
）
（
５
級
）

部
局

所
属

予
定
組
織
案
（
前
回
協
議
（
案
）
）

職
名

事
務
局
（
案
）

（
政
策
推
進
室
）

８
級
　
２
種

８
級
　
２
種

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

◎
政
策
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
⑦

◎
評
価
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
④

政 策 推 進 室

［
改
正
後
］

［
改
正
前
］

（
政
策
推
進
室
）

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

◎
分
権
推
進
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
③
　
【
廃
職
】

◎
調
整
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
⑨

◎
管
理
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑥

首
席
ふ
る
さ
と
推
進
監

◎
評
価
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
④

◎
調
整
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
⑤

▲
特
命
課
長
（
い
わ
て
未
来
づ
く
り
機
構
）
（
５
級
）

◎
ふ
る
さ
と
推
進
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
　
【
新
設
】

★
企
画
理
事
（
１
０
級
　
１
種
）

（
副
部
長
兼
任
）

ふ
る
さ
と
推
進
監

◎
ふ
る
さ
と
推
進
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
①
　
【
新
設
】
（
マ
リ
オ
ス
駐
在
）

◎
政
策
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
⑦

◎
ふ
る
さ
と
推
進
監
（
６
・
７
級
　
４
種
）
　
【
新
設
】
（
政
策
監
と
の
兼
任
）

◎
管
理
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑥

６
・
７
級
　
５
種

６
・
７
級
　
５
種

（
政
策
監
と
の
兼
任
）

★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）

★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）

★
部
長
（
９
級
　
１
種
）

★
首
席
ふ
る
さ
と
推
進
監
（
８
級
　
２
種
）
　
【
新
設
】
（
副
部
長
兼
任
）

★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）

★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）

★
部
長
（
９
級
　
１
種
）

地
域
振
興
室
に
移
管
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理
　
　
由

任
命
権
者
（
案
）

職
の
新
設
等
に
伴
う
格
付
け
（
給
料
の
特
別
調
整
額
等
）
に
つ
い
て
　
　

部
局

所
属

予
定
組
織
案
（
前
回
協
議
（
案
）
）

職
名

事
務
局
（
案
）

政 策 地 域 部

◎
特
命
参
事
（
６
・
７
級
　
４
種
）

（
子
ど
も
子
育
て
支
援
課
）

▲
少
子
化
・
子
育
て
支
援
担
当
課
長
（
５
級
　
６
種
）
⑦

▲
子
ど
も
家
庭
担
当
課
長
（
５
級
　
６
種
）
⑥

［
改
正
前
］

５
級

５
級

▲
特
命
課
長
（
結
婚
支
援
）
（
５
級
）
①
　
【
新
設
】

特
命
課
長
（
対
外
戦

略
）

◎
交
通
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑩

▲
特
命
課
長
（
対
外
戦
略
）
（
５
級
）
　
【
新
設
】

▲
少
子
化
・
子
育
て
支
援
担
当
課
長
（
５
級
　
６
種
）
⑥

特
命
課
長
（
結
婚
支

援
）

（
６
・
７
級
　
４
種

　
【
特
命
課
長
（
結
婚
支
援
）
の
新
設
】

　
人
口
減
少
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
の

設
置
や
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
な
ど
多
数
の
新
規
事
業
に
よ
り
構
成

す
る
結
婚
支
援
事
業
に
集
中
的
に
取
り
組
む
た
め
、
「
特
命
課

長
（
結
婚
支
援
）
」
の
職
を
新
設
す
る
。

　
格
付
け
は
、
他
の
特
命
課
長
と
同
様
、
５
級
（
特
別
調
整
額
な

し
）
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

　
【
特
命
参
事
の
新
設
】

　
市
町
村
間
の
児
童
相
談
体
制
の
格
差
解
消
に
向
け
た
支

援
・
助
言
及
び
福
祉
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
児
童
相

談
機
能
強
化
の
た
め
、
「
特
命
参
事
」
の
職
を
新
設
す
る
。

　
格
付
け
は
、
他
の
特
命
参
事
と
同
様
に
、
６
・
７
級
４
種
が
適

当
で
あ
る
。

［
改
正
後
］

５
級

子 ど も 子 育 て 支 援 課

　
【
特
命
課
長
（
対
外
戦
略
）
の
新
設
】

　
い
わ
て
を
ま
る
ご
と
売
り
込
む
組
織
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、

「
特
命
課
長
（
対
外
戦
略
）
」
の
職
を
新
設
す
る
。

　
格
付
け
は
、
他
の
特
命
課
長
と
同
様
、
５
級
（
特
別
調
整
額
な

し
）
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

　
【
地
域
連
携
推
進
監
の
新
設
】

　
三
鉄
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
推
進
組
織
設
立
準
備
の
た
め
、
「
地

域
連
携
推
進
監
」
の
職
を
新
設
す
る
。

　
格
付
け
は
、
室
を
総
括
す
る
職
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
担
当
業

務
の
内
容
か
ら
、
格
付
け
は
、
６
・
７
級
５
種
が
適
当
で
あ
る
。

（
地
域
振
興
室
）

◎
特
命
参
事
（
６
・
７
級
　
４
種
）
（
盛
岡
市
上
田
駐
在
）

［
改
正
後
］

◎
交
通
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑩

６
・
７
級
　
４
種
）

▲
子
ど
も
家
庭
担
当
課
長
（
５
級
　
６
種
）
⑥

◎
県
北
沿
岸
・
定
住
交
流
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑥

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

▲
特
命
課
長
（
ジ
オ
パ
ー
ク
）
（
宮
古
市
駐
在
）
（
５
級
）

保 健 福 祉 部

地 域 振 興 室

◎
県
北
沿
岸
・
定
住
交
流
課
長
（
６
・
７
級
　
５
種
）
⑥

５
級

［
改
正
前
］

（
地
域
振
興
室
）

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

特
命
参
事

◎
総
括
課
長
（
６
・
７
級
　
４
種
）

（
子
ど
も
子
育
て
支
援
課
）

◎
総
括
課
長
（
６
・
７
級
　
４
種
）

６
・
７
級
　
５
種

（
マ
リ
オ
ス
駐
在
）

◎
特
命
参
事
（
６
・
７
級
　
４
種
）
（
盛
岡
市
上
田
駐
在
）

▲
特
命
課
長
（
ジ
オ
パ
ー
ク
）
（
宮
古
市
駐
在
）
（
５
級
）

◎
地
域
連
携
推
進
監
（
６
・
７
級
　
５
種
）
①
　
【
新
設
】
（
マ
リ
オ
ス
駐
在
）

地
域
連
携
推
進
監

６
・
７
級
　
５
種
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理
　
　
由

任
命
権
者
（
案
）

職
の
新
設
等
に
伴
う
格
付
け
（
給
料
の
特
別
調
整
額
等
）
に
つ
い
て
　
　

部
局

所
属

予
定
組
織
案
（
前
回
協
議
（
案
）
）

職
名

事
務
局
（
案
）

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

★
理
事
（
９
級
　
２
種
）

技
監

（
９
級
　
２
種

★
理
事
心
得
（
８
級
　
２
種
）

★
林
務
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
漁
港
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
理
事
心
得
（
８
級
　
２
種
）

★
林
務
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
農
村
整
備
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
理
事
（
９
級
　
２
種
）

★
部
長
（
９
級
　
１
種
）

★
技
監
（
９
級
　
２
種
） ★
農
政
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
農
村
整
備
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

農 林 水 産 部

★
水
産
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

８
級
　
２
種

８
級
　
２
種

　
【
技
監
の
新
設
】

　
米
価
の
大
幅
な
下
落
な
ど
の
米
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や

地
域
農
業
の
経
営
体
の
育
成
、
担
い
手
の
確
保
等
の
課
題

が
山
積
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
「
技

監
」
の
職
を
新
設
し
て
体
制
を
強
化
す
る
。

　
格
付
け
は
、
他
の
技
監
と
同
様
に
、
９
級
２
種
が
適
当
で
あ

る
。

　
【
漁
港
担
当
技
監
の
新
設
】

　
防
潮
堤
、
岸
壁
等
の
漁
港
施
設
や
防
潮
堤
等
の
海
岸
保
全

施
設
に
関
し
て
、
国
・
市
町
村
と
の
事
業
調
整
に
係
る
庁
内
体

制
を
強
化
し
、
事
業
の
早
期
完
了
を
図
る
た
め
、
「
漁
港
担
当

技
監
」
の
職
を
新
設
す
る
。

　
格
付
け
は
、
他
の
担
当
技
監
と
同
様
に
、
８
級
２
種
が
適
当

で
あ
る
。

（
農
林
水
産
企
画
室
）

（
農
林
水
産
企
画
室
）

９
級
　
２
種
）

★
水
産
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

漁
港
担
当
技
監

［
改
正
後
］

農 林 水 産 企 画 室

★
室
長
（
８
級
　
２
種
）

［
改
正
前
］

★
農
政
担
当
技
監
（
８
級
　
２
種
）

★
部
長
（
９
級
　
１
種
） ★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）

★
副
部
長
（
８
級
　
２
種
）
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議案第５号 

級別職務区分表の告示の一部改正について 

  平成27年３月12日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

第１ 趣旨 

組織改編に伴い、所要の改正をしようとするものである。 

第２ 告示案の内容 

  組織改編に伴い、所要の改正をすること。 

第３ 施行期日 

平成27年４月１日から施行すること。 
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岩手県人事委員会告示第 号 

級別職務区分表（平成18年岩手県人事委員会告示第３号）の一部を次のように改正し、平成27年４月１日から施行する。 

  平成27年３月 日 

岩手県人事委員会 

委員長 熊 谷 隆 司 

改正前 改正後 

１ 行政職給料表 １ 行政職給料表 

区 分 ［略］ ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ［略］ 区 分 ［略］ ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ［略］ 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 ［略］ ［略］ 

調整監 

医師支援推進

監 

競馬改革推進

監 

出納指導監 

［略］ 

［略］ 

調整監 

医師支援推進

監 

競馬改革推進

監 

出納指導監 

［略］ 

［略］ 

水産担当技監 

道路都市担当

技監 

［略］ 

首席調査監 

首席ＩＬＣ推

進監 

［略］ 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 ［略］ ［略］ 

調整監 

ふるさと振興

監 

地域連携推進

監 

医師支援推進

監 

競馬改革推進

監 

県産米戦略監 

県産米生産振

興監 

県産米販売推

進監 

出納指導監 

［略］ 

［略］ 

調整監 

ふるさと振興

監 

地域連携推進

監 

医師支援推進

監 

競馬改革推進

監 

県産米戦略監 

県産米生産振

興監 

県産米販売推

進監 

出納指導監 

［略］ 

［略］ 

水産担当技監 

漁港担当技監 

道路都市担当

技監 

［略］ 

首席調査監 

首席ふるさと

振興監 

首席ＩＬＣ推

進監 

［略］ 

広域振

興局 

［略］ 

普及サブセン

ター所長 

ダム管理事務

所長 

［略］ 

［略］ 

センター副所

長 

ダム建設事務

所長 

［略］ 

センター副所

長 

ダム建設事務

所長 

［略］ 広域振

興局 

［略］ 

普及サブセン

ター所長 

整備事務所次

長 

ダム管理事務

所長 

［略］ 

［略］ 

センター副所

長 

整備事務所長 

ダム建設事務

所長 

［略］ 

センター副所

長 

整備事務所長 

ダム建設事務

所長 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

専 ［略］ 専 ［略］ 

門

職

員 

［略］ 

首席児童指導

員 

［略］ 門

職

員 

［略］ 首席児童福祉

司 

首席児童指導

員 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

労

働

委

員

会

の

事

務

局 

［略］ 事務局長 労

働

委

員

会

の

事

務

局 

［略］ 事務局長 

参事 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

４ 教育職給料表(２) ４ 教育職給料表(２) 

区 分 ［略］ 特２級 ［略］ 区 分 ［略］ 特２級 ［略］ 

教育委員会 ［略］ 教育委員会 ［略］ 

の事務局等 教育機関 ［略］ の事務局等 教育機関 ［略］ 

中学校 中学校 主幹教諭 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
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６ 医療職給料表(１) ６ 医療職給料表(１) 

区 分 ［略］ ４ 級 区 分 ［略］ ４ 級 

知事の事務 本庁 知事の事務 本庁 副部長 

部局 医療政策室長 部局 医療政策室長 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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級別職務区分表の告示の一部改正について 

１ 改正の趣旨 

  平成 27年度組織改編に伴い、所要の改正を行うもの。 

２ 改正内容 

部局 追加する職 給料表 職務の級 給料の特別調整の区分 

① 政策地域部 首席ふるさと振興監 行政職 ８級 ２種 

② ふるさと振興監 〃 ６・７級 ５種 

③ 地域連携推進監 〃 ６・７級 ５種 

④ 農林水産部 漁港担当技監 〃 ８級 ２種 

⑤ 県産米戦略監 〃 ６・７級 ４種 

⑥ 県産米生産振興監 〃 ６・７級 ５種 

⑦ 県産米販売推進監 〃 ６・７級 ５種 

⑧ 県土整備部 整備事務所長 〃 ６・７級 ５種 

⑨ 整備事務所次長 〃 ５級 ― 

⑩ 保健福祉部 首席児童福祉司 〃 ６級 ― 

⑪ 労働委員会 参事 〃 ８級 ３種 

⑫ 教育委員会 主幹教諭 教育職(2) 特２級 ― 

⑬ 保健福祉部 副部長 医療職(1) ４級 ２種 

※⑫については、県立一関第一高等学校附属中学校に主幹教諭を配置するもの。（H26.12「給料表の適用

範囲に関する規則」改正済） 

３ 施行期日 

  平成 27年４月１日から施行すること。 

  ※平成 26年度の最終の県報発行日（平成 27年３月 31日（火））に公布予定であること。 
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